






















1 現状

45.2 -

用務員 42.1 53.9

運転手 37.8 53.0

学校調理員 47.3 40.9

保育園調理員 51.4 40.9

※

※

※

※

20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 合計

23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳

- - - 4 5 7 9 6 4 6 6 - 45

用務員 - - - 2 4 3 1 1 2 1 2 - 16

運転手 - - - - 2 - 1 1 - - - - 4

学校調理員 - - - - - 2 5 5 2 3 2 - 19

保育園調理員 - - - - - - 1 - 1 3 1 - 6

(2)年齢別職員数

技能労務職の職種と民間の職種等の比較に当たり、業務内容、雇用形態等の点において完全に

一致しているものではありません。
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民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているもので、「自家用自動車運転者」

「調理士」は新潟県の平均値、「用務員」は全国の平均値を使用しています。（平成17年～19年の

3ヶ年平均）

全　　　体

「平均給料月額」とは、20年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
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技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取り組み方針

区　　分

全　　　体

20歳
未満

平均給料月額
（百円）

平均
年齢

平均給与月額
（百円）A

職員数

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのす

べての諸手当の額を合計したものです。

調理士

区　　分 平均
年齢

平均給与月額
（百円）B

加　茂　市

加茂市

(1)職種ごとの人数、平均年齢、平均給与等及び民間従業員データ

民　　　間

対応する民間の
類似業種
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　毎年1月1日に4号給（平成22年1月1日までは3号給）を標準として昇給、ただし、55歳を超える場

合は2号給（平成22年1月1日までは1号給）を標準として昇給。

　技能労務職職員人件費削減施策として、「非常勤職員の活用等によって、経費節減に努める」と

いう方針を決定しました。

　なお、技能労務職員の給料表は決まっているものであり、加茂市独自で策定できるものではなく、

また、技能労務職員の給与のみを大幅に下げることには、格差社会をますます助長するという大問

題があります。このようなことは、一つの市だけで行えるものではなく、もし行うとすれば国が方策を統

一的に定めて行うべきものであると考えます。

平成17年度より、技能労務職員の退職者にかわる新規採用は行っておりません。

　また、昇給について、平成20年1月1日より昇給号数を1号抑制することとしたほか、平成19年度に

勤勉手当の引き上げを行っておりません。（国は0.05月引き上げ）

特殊自動車の運転　200円/日

給食作業　　　　　　　700円/月

具体的な取り組み内容

基本的な考え方

(3)その他給与に関する事項

○　給料表

○　技能労務職員にかかる特殊勤務手当

○　昇給基準

行政職給料表（二）適用


